














































































































































































































































【目指す姿】

【該当する想定リスク（大規模自然災害）】 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

【該当する最悪の事態】   

【取組内容】

予算額

【該当する個別施策分野①～⑫】 予算額

予算額

【該当する横断的分野A～F】

予算額

【施策の評価・推進方針】

【備考】

6-1

2-1

5-1 5-2 5-3 5-4

E研究開発 Fデジタル活用

6-6

所属名

項目

概要

防疫業務を迅速に実施できる体制の確保

大規模災害の発生に伴い、感染症発生のおそれがあり、又は感染症の発生により被害が拡大することが懸念される場合であって、当該市町村の被害
が甚大である等の理由により防疫業務が実施できないときは、市町村からの要請に基づき防疫業務を実施する。

予算事業名

○○○

感染症対策推進

6-2 6-3 6-4 6-54-2 4-3

4-12-2

⑦産業構造

③保健医療・福祉 ④エネルギー ⑤金融 ⑥情報通信

⑧交通・物流 ⑨農林水産 ⑩国土保全 ⑪環境 ⑫土地利用

D老朽化対策

3-22-6 2-7

○

2-5

4-6

2-3 2-41-4 1-5 1-6

○

5-5

（協定）
・大規模災害時における防疫業務の協力に関する協定（H25.4.26（一社）山梨県ペストコントロール協会）

評価

推進方針

○　防疫業務を迅速に実施できる体制の確保を目的として、平成25年4月に山梨県ペストコントロール協会と「大規模災害時における防疫業務の協力に
関する協定」を締結した。
○　協定により他の都道府県のペストコントロール協会の協力を得て県内の防疫業務を実施できる体制が担保されており、有事の際は、専門性を生かし
た効果的・効率的な防疫業務が期待できる。
○　引き続き、協会との円滑な連絡体制の整備を行う。

○　災害発生後の感染症のまん延の防止のため、「大規模災害時における防疫業務の協力に関する協定」を締結した山梨県ペストコントロール協会と
の円滑な連絡体制の整備を行いながら、防疫業務をより迅速に実施できる体制の確保を図る。

-

R6
①行政機能／警察・消防／

防災教育等

R7 内容
・有事の際の協定の運用
・有事の際に防疫業務の提供を受ける市町村への協定内容の周知

-

内容
・有事の際の協定の運用（運用実績なし）
・有事の際に防疫業務の提供を受ける市町村への協定内容の周知

R8 内容

②住宅・都市

○

R5

現計画最終年度（令和10年度）の姿

有事の際に防疫業務を迅速に実施できる
体制ができている。

実施 実施 実施

施策が目指す最終的な姿

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律に基づく消毒や害虫駆除の実施体制の構築によ
り、感染症のまん延が防止できている。

実施

指標名 最終目標値

目標値

最終目標値達成年度

―
ペストコントロール協会と
の連絡体制の整備・確認

継続実施

内容 ・有事の際の協定の運用（運用実績なし）

-

実施 実施 実施

実績値

感染症対策センター 担当名

山梨県強靱化計画対象施策表

【施策概要】 No. 福祉31

地震（南海トラフ地震、首都直下地震等） 富士山火山噴火 豪雨・豪雪災害

Aリスクコミュニケーション B人材育成 C官民連携

1-1 1-2 1-3

4-4 4-5

3-1


